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すみだ生涯学習センターの利用に関するお知らせ 

 

このたび、墨田区では、地域の文化芸術の振興およびにぎわいの創出を目的として、「すみだ五彩の芸

術祭」を開催いたします。 

本芸術祭は、区内各所を会場として、多様な文化芸術の取組を展開するものであり、その主な会場の

一つとして、すみだ生涯学習センターの各施設を活用する予定です。 

これに伴い、開催期間中は、すみだ生涯学習センターの施設利用が通常時と異なる状況となり、施設

の空きが少なくなることが見込まれます。施設の利用を検討されている皆様におかれましては、あらか

じめこの点についてご承知おきくださいますようお願いいたします。ご迷惑おかけいたしますが、ご理

解のほど、どうぞよろしくお願いたします。 

 

【すみだ五彩の芸術祭 開催期間】 

 令和８年９月４日から同年１２月２０日まで 

 

【主な利用施設及び現時点における芸術祭等での予約済日程】 

利用施設 予約済日程 

展示ギャラリー 前半：令和８年９月５日から同年１０月１９日まで 

後半：令和８年１２月１日から同年１２月２５日まで 

ホール 未定（詳細な予約日時が決定次第、各月４か月前の２５日を目途に、すみだ生

涯学習センターホームページ及び公式 LINE、X でお知らせします。） ドーム 

※ このほか、ユートリヤ祭及びその他区主催事業等のため、一部の日程について予約の制限がありま

す。 

 

本芸術祭は、区民の皆様をはじめ、多くの方々に文化芸術に触れていただく機会を創出するととも

に、地域の魅力を発信する取組として実施するものです。 

ご利用の皆様にはご不便をおかけする場合もございますが、本趣旨をご理解いただき、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

【問合せ先】 

・すみだ五彩の芸術祭に関すること 

すみだ五彩の芸術祭事務局 03-5608-2821 

（墨田区 地域力支援部 文化芸術振興課内） 

・すみだ生涯学習センターの施設利用に関すること 

すみだ生涯学習センター 03-5247-2001 


